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Ⅰ 調 査 の 概 要 
 
１ 調査の目的 
  製造品及び商品の茨城県と他の都道府県との取引状況を明らかにする。 
 
２ 調査の根拠 
  茨城県統計条例（平成２０年茨城県条例第４５号）及びこれに基づく茨城県物資流通調査規則

（昭和５６年茨城県規則第７９号）による。 
 
３ 調査の期間 
（１） 調査の対象となる期間 

平成２３年１月１日から１２月３１日までの１年間 
（２） 調査の実施期間 

平成２４年８月６日から９月２８日まで 
 

４ 調査の範囲 
（１）母集団の設定 

ア 製造業 
    日本標準産業分類（第１２次改定）における「大分類Ｅ－製造業」（細分類2122生コンク

リート製造業を除く。）に属する事業所のうち，「物資流通調査品目表」に掲げる320品目を

生産している事業所とする。 
イ 商業 

日本標準産業分類（第１２次改定）における「大分類Ｉ－卸売業，小売業」に属する事業

所のうち，従業者数が卸売業は５人以上，小売業は１０人以上の事業所とする。 
 
（２）抽出の方法 

ア 製造業調査（有意抽出） 

    工業統計調査及び経済産業省生産動態統計調査の名簿及び個票から，調査品目別に出荷額

又は生産額が大きい順に並べ，県内シェアの約70％をカバーするよう事業所を選定した。 

  イ 商業調査 （無作為抽出）  
    総務省の事業所・企業データベース母集団情報から，茨城県域，かつ，産業大分類が「Ｉ 

卸売業，小売業」の事業所を抽出した個票の提供を受け，さらに，同個票から従業者規模に

応じ，系統抽出の方法により次のとおり事業所を選定した。 

  （ア）卸売業 
   従業者 ５人以上 ９人以下の事業所  抽出率１０分の１ 
   従業者１０人以上１９人以下の事業所  抽出率 ３分の１ 
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   従業者２０人以上の事業所       抽出率 １分の１（悉皆） 
（イ）小売業 
   従業者１０人以上１９人以下の事業所  抽出率１０分の１ 
   従業者２０人以上４９人以下の事業所  抽出率 ３分の１ 
   従業者５０人以上の事業所       抽出率 １分の１（悉皆） 

 
（３）調査対象事業所数 

    製 造 業･････１，７９１事業所 
    商   業･････２，３１４事業所（卸売業：１，１０５，小売業：１，２０９） 
 
５ 調査の方法 
（１） 製造業調査票及び商業調査票によって調査を実施した。 
（２） 郵送調査を基本とし，調査票の送付についてはインターネットからのダウンロードを，

また，回答については電子メールを併用した。 

（３） 製造業調査については，経済産業省が実施した「平成23年商品流通調査」と共通様式に

より共同で実施し，集計にあたっては，上記調査の数値を含めて集計している。 
 
６ 調査の事項 
  事業所の名称，所在地及び従業者数などの他，次の事項を調査した。 
 （１）製造業 
    品目別生産額，自工場消費額及び出荷額に関する事項 
（２）商 業 

品目別仕入額，販売額，商品手持額に関する事項 
 
７ 集計 

製造業調査については，対象事業所の産業分類が不明のため，「品目分類別」のみの集計とした。 
商業については，「産業分類別」と「品目分類別」の２種類で集計した。 

   ＊「産業分類別」…対象事業所の主たる産業ごとに集計したもの 

      例) Ａ事業所（自動車卸売業）→ 自動車卸売業：１〔 計１ 〕 

    ＊「品目分類別」…対象事業所が取り扱う品目・サービスの種別ごとに集計したもの 

          例)  Ａ事業所（自動車及び一般機械を卸売）→ 輸送機械：１，はん用機械器具：１〔 計２ 〕 

 
８ 有効回答率 

製 造 業･････５３．４％ 
   商   業･････４３．０％（卸売業：３６．６％，小売業：４８．８％） 


